
  

件
名 経

済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八
十
三
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
八

十
四
条
第
三
号
ハ
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大

臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

         



  

- 1 - 

金 

融 

庁 
○
財 

務 

省
告
示
第 

 
 

号 
経
済
産
業
省 

内 

閣 

府 

経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
財 

務 

省
令
第
一
号 

経
済
産
業
省 

）
第
八
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
第
八

十
三
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
八
十
四
条
第
三
号
ハ
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金 

融 

庁 

い
て
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
（
平
成
二
十
年
財 

務 

省
告
示
第
三
号
）
の
一
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
省 

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

令
和
六
年 

 

月 
 

 

日 

金
融
庁
長
官 

栗
田 

照
久 

 
 

 

財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一 

経
済
産
業
大
臣 

齋
藤 

 

健 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
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と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「

対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
四
半
期
の
開
示
事
項
）

 
（
四
半
期
の
開
示
事
項
）

 

第
六
条
 
規
則
第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁

長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

 

第
六
条
 
［
同
左
］

 

一
 
［
略
］

 
一
 
［
同
左
］

 

［
号
を
削
る
。
］

 
二
 
貸
借
対
照
表
の
科
目
が
前
号
の
自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
で
あ

る
別
紙
様
式
第
一
号
に
記
載
す
る
項
目
の
い
ず
れ
に
相
当
す
る
か
に
つ
い
て
の

説
明

 

二
 
［
略
］

 
三
 
［
同
左
］

 

［
号
を
削
る
。
］

 
四
 
自
己
資
本
比
率
告
示
第
三
条
の
規
定
に
従
い
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
た
と

仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
連
結
貸
借
対
照
表
の
各
科
目
の
額
及
び
こ
れ
ら
の
科

目
が
前
号
の
自
己
資
本
の
構
成
に
関
す
る
開
示
事
項
で
あ
る
別
紙
様
式
第
四
号

に
記
載
す
る
項
目
の
い
ず
れ
に
相
当
す
る
か
に
つ
い
て
の
説
明

 

三
～
十
三
 
［
略
］

 
五
～
十
五
 
［
同
左
］

 

２
 
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
、
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
四
号
に
よ
り
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様

式
第
六
号
に
よ
り
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
七
号
（
連
結
自

己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
の
自
己
資
本
比
率
告
示
第
十
四
条
各
号
の
算
式
に

お
け
る
分
母
の
額
に
係
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
第
一
面
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
同

項
第
六
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
八
号
に
よ
り
、
同
項
第
七

号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
、
同
項
第
八
号
に

掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
五
号
（
第
一
面
及
び
第
二
面
に
限
る
。
）
に
よ
り
、

同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
五
号
（
第
三
面
及
び
第
四
面
に
限

る
。
）
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
、
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
十
号
に
よ
り
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様

式
第
四
号
に
よ
り
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
十
一
号
に
よ
り

、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
同
項
第
七
号
に
掲

げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
七
号
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
場
合
の
自
己

資
本
比
率
告
示
第
十
四
条
各
号
の
算
式
に
お
け
る
分
母
の
額
に
係
る
事
項
に
あ
っ

て
は
、
第
一
面
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
同
項
第
八
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事

項
は
別
紙
様
式
第
八
号
に
よ
り
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項
は

別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
紙
様
式
第
五
号
（

第
一
面
及
び
第
二
面
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
同
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
別
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紙
様
式
第
五
号
（
第
三
面
及
び
第
四
面
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す

る
も
の
と
す
る
。

 

［
項
を
削
る
。
］

 
３
 
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
四
半

期
の
末
日
を
基
準
日
と
す
る
貸
借
対
照
表
及
び
連
結
貸
借
対
照
表
が
金
融
商
品
取

引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書
、
同
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
四
半
期
報
告
書
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
半
期
報
告
書
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


